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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２８年１１月３０日 午前９時３０分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ４号 事業計画変更申請について

議第 ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

報告事項 報第 １号 第１調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ３号 作付変更届について

報第 ４号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ５号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

出席委員 ３４名

１番 渡 邉 一 英 委員 ２番 村 山 佐喜雄 委員

３番 嘉 藤 太加雄 委員 ４番 藤 田 吉 則 委員

５番 桒 原 一 郎 委員 ６番 野 﨑 文 夫 委員

７番 五十嵐 秀 一 委員 ８番 蒲 澤 正 委員

９番 大 桃 伸 之 委員 １０番 眞 野 薫 委員

１１番 坂 井 良 雄 委員 １２番 大 竹 正 信 委員

１３番 原 正 利 委員 １４番 羽 生 俊 昭 委員

１５番 刈 屋 一 夫 委員 １６番 佐 藤 満 委員

１７番 捧 譽 委員 １８番 内 山 清 委員

１９番 佐 藤 裕 雄 委員 ２０番 村 井 善一郎 委員

２１番 阿 部 新一郎 委員 ２２番 阿 部 眞佐雄 委員

２３番 田 邉 稔 委員 ２４番 阿 部 銀次郎 委員

２５番 清 野 秀 作 委員 ２６番 星 野 英 治 委員

２７番 内 山 敏 雄 委員 ２８番 渡 邊 勝 夫 委員

２９番 熊 倉 睦 委員 ３０番 原 田 勝 委員
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３１番 小 林 茂 宏 委員 ３２番 坂 井 浩 行 委員

３３番 横 山 一 雄 委員 ３４番 廣 川 哲 也 委員

欠席委員 なし

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 清 水 学

経営基盤係副参事 渡 辺 正 美

経営基盤係主任 高 野 久美子

経 営 基 盤 係
左 居 香

一 般 任 用 主 事

午前９時３０分 開会及び開議

（午前９時３０分 三條新聞社傍聴）

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、出席３４名、

欠席ゼロで会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。４番、

藤田吉則委員、３２番、坂井浩行委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

早速ですが、議事に入りたいと思います。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

なお、１番、渡邉一英委員、１０番、眞野薫委員、１８番、内山清委員、２６番、星

野英治委員、２７番、内山敏雄委員、３４番、廣川哲也委員、以上の委員は、農業委員

会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づき、議事参与の制限により、本議案終了

まで退席をお願いいたします。

（午前９時３６分 １番、渡邉一英委員、１０番、眞野 薫委員、

１８番、内山 清委員、２６番、星野英治委員、

２７番、内山敏雄委員、３４番、廣川哲也委員退席）

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明を申し上げます。

１ページをご覧願います。今月の申請は２件で、合計面積３，０９８㎡であります。
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なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会で、あっせん委員より報告

をいただいた案件であります。

１６５番は、山王西地内の農地１筆、１，０７６㎡をあっせんによる売買により取得

したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万〇，〇〇〇円であります。

１６６番は、井栗地内の農地２筆、２，０２２㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものでございます。価格は、１０ａ当たり〇〇万〇，〇〇〇円であります。

続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明を申し上げます。

１２０ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定５３件、面積２３万２，２６

０．８１㎡で、再設定３０４件、面積１９６万１，５３７．５０㎡、合計では３５７件、

面積２１９万３，７９８．３１㎡であります。

それでは、２ページにお戻りを願います。１６７番から順に説明をいたします。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１６７番から１７ページの２１７番までの５１件は、相対でそれぞれ新規に利用権を

設定するものであります。

１６７番は大面地内の農地３筆、１，９８２．８１㎡、１６８番は同じく大面地内の

農地２筆、１，００５㎡、１６９番は石上３丁目地内の農地３筆、２，３４９㎡、１７

０番は井栗地内の農地３筆、６，０４２㎡、１７１番は同じく井栗地内の農地２筆、２，

１５２㎡、１７２番は須戸新田地内の農地２筆、２，００２㎡、１７３番は下保内地内

の農地１筆、６５１㎡、１７４番は同じく下保内地内の農地６筆、６，５０８㎡、４ペ

ージをお願いいたします。１７５番は東本成寺地内外の農地計１０筆、７，１５３㎡、

１７６番は茅原地内の農地１筆、１，９９８㎡、１７７番は同じく茅原地内の農地２筆、

１，７５２㎡、１７８番は安代地内の農地１筆、４，８２８㎡、１７９番は原地内の農

地３筆、６，１２４㎡、１８０番は栗山地内の農地２筆、３，９４９㎡、１８１番は西

本成寺１丁目地内の農地３筆、２，１２４㎡、６ページをお願いいたします。１８２番

は塚野目３丁目地内の農地２筆、３９６㎡、１８３番は大宮新田地内の農地２筆、２，

２２７㎡、１８４番は鶴田地内外の農地計６筆、９，８２１㎡、１８５番は鶴田地内の

農地４筆、６，０６８㎡、１８６番は同じく鶴田地内の農地３筆、３，９３２㎡、１８

７番は同じく鶴田地内の農地１筆、１，０１１㎡、１８８番は井栗地内の農地６筆、２，

８１７㎡、８ページをお願いいたします。１８９番は月岡地内の農地８筆、３，５３９

㎡、１９０番は大島地内の農地１筆、１，０３１㎡、１９１番は同じく大島地内の農地

１筆、１，０３１㎡、１９２番は東光寺地内の農地２筆、５，２４７㎡、１９３番は茅

原地内の農地２筆、３，３１７㎡、１９４番は前谷内地内外の農地計３筆、３，９９７

㎡、１９５番は塚野目３丁目地内外の農地計１１筆、１万１，０２０㎡で１０ページを

お願いいたします。１９６番は井栗地内の農地１１筆、１万２，３３８㎡、１９７番は

大宮新田地内の農地３筆、６，０１９㎡、１９８番は須戸新田地内の農地２筆、４，０

４６㎡、１９９番は同じく須戸新田地内の農地６筆、５，８８５㎡、２００番は柳場新

田地内の農地２筆、３，９７３㎡、２０１番は西大崎１丁目地内の農地１筆、１，９７
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０㎡、２０２番は東大崎２丁目地内の農地２筆、２，８８４㎡、１２ページをお願いい

たします。２０３番は下保内地内の農地２筆、２，５４４㎡、２０４番は東鱈田地内の

農地１筆、２，７０９㎡、２０５番は善久寺地内の農地１筆、２，７４２㎡、２０６番

は鬼木地内の農地１筆、３０７㎡、２０７番は尾崎地内の農地１筆、１，４７１㎡、２

０８番は吉野屋地内の農地１２筆、６，１０７㎡、２０９番は蔵内地内の農地２筆、８，

３６０㎡、１４ページをお願いいたします。２１０番は蔵内地内の農地１筆、５，９４

６㎡、２１１番は茅原地内の農地１筆、４，９８９㎡、２１２番は大沢地内の農地５筆、

７，５００㎡、２１３番は福岡地内外の農地計２６筆、１万４，７５４㎡、２１４番は

馬場地内の農地３筆、３，０１３㎡、１６ページをお願いいたします。２１５番は上大

浦地内の農地４筆、４，０８４㎡、２１６番は同じく上大浦地内の農地１３筆、９，２

８９㎡、２１７番は江口地内の農地６筆、８，６２０㎡、以上５１件は相対で新規にそ

れぞれ利用権を設定するものであります。

次の２１８番及び２１９番の２件、合計面積６，６３７㎡は、農地中間管理事業に伴

い、公益社団法人新潟県農林公社が新規に利用権を設定するものであります。

それでは、２１８番から順にご説明をいたします。２１８番は荻堀地内の農地１筆、

１，０００㎡、２１９番は鶴田地地内外の農地計６筆、５，６３７㎡、以上２件は新潟

県農林公社が新規に利用権を設定するものであります。

１８ページをお願いいたします。２２０番から１２０ページの５２３番までの３０４

件につきましては、再設定でありますので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果

を報告願います。

第１調査部会長は、村山代理の隣に着席願います。

１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

それでは、第１調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第１調査部会では、１１月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１０時

１１分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転２件、新規設定５３件、再設定３０４件、合計件数３５９件、面積２１

９万６，８９６．３１㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社

が利用権設定をする案件以外の３５７件につきましては、いずれも農地の効率的利用、

農作業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項
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の各要件を満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする２件につきましても

いずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るこ

とから、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。なお、委員の質問

等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いいたし

ます。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席を願います。

（午前９時５１分 １番、渡邉一英委員、１０番、眞野 薫委員、

１８番、内山 清委員、２６番、星野英治委員、

２７番、内山敏雄委員、３４番、廣川哲也委員着席）

議長（野﨑会長）

退席された委員に報告します。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』は、調査部会長の調査結果報告のと

おり承認することに決しました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

議第２号説明の前に、大変恐縮ですが、議案の訂正のお願いとあわせておわびを申し

上げたいと思います。

お手元に配付をさせていただきました議第２号及び議第６号の正誤表をあわせてご覧

いただきたいと思います。最初に、議案１２３ページをお願いいたします。議第２号『農

用地利用配分計画（案）に対する意見について』の１番でありますが、借り受け人、譲

り受け人の〇〇〇〇〇〇〇〇〇の経営面積が「１，１５１ａ」となっておりました。正

しくは「４，２８６ａ」でございますので、訂正をお願いいたします。

次に、議案１２９ページをお願いいたします。議第６号『農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について』の５９番でありますが、転用目的の欄に「事業
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計画変更承認同時申請」の文字が抜けておりましたので、訂正をお願いいたします。訂

正は以上であります。大変申しわけございませんでした。

それでは、引き続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見につ

いて』をご説明いたします。

１２１ページをご覧願います。三条市長からの諮問書の写しでございます。

１２２ページは、議第２号の参考としまして、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条を添付させていただきました。

本議案は、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』でご審議をいただきまし

た公益社団法人新潟県農林公社が農地中間管理事業により新規に利用権を設定する農用

地６，６３７㎡の利用配分計画（案）でございます。農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条第２項の規定に基づき、三条市が作成する農用地利用配分計画（案）につ

いて、同法第１９条第３項の規定により、当農業委員会の意見を求められているもので

ございます。

なお、議第２号参考としまして、本年７月１日現在の借り受け希望者リストを送付さ

せていただいておりますので、あわせてご覧いただきたいと思います。

それでは、配分計画（案）をご説明をいたします。１２３ページをご覧願います。一

番左の番号欄の括弧内に記載しております番号は、先ほどご審議をいただきました議第

１号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号でございます。なお、借り

受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につきましては記載

のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１番は、議第１号の２１８番におきまして、新潟県農林公社が利用権を設定する荻堀

地内の農地１筆、１，０００㎡を記載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするも

のでございます。

２番は、２１９番、鶴田地内外の農地計６筆、５，６３７㎡、以上２件はそれぞれ記

載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告願います。

１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、合計件数２件、面

積６，６３７㎡で、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から、全件異議

ないものと認めるという意見でありました。

以上です。

議長（野﨑会長）
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ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申いたし

ます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

１２５ページをご覧願います。今月の申請は７件で、合計面積１万４，６５７㎡であ

ります。

１２４ページをお願いいたします。３７番は、上須頃地内の農地３筆、２，０２５㎡

を譲り受け人が経営規模拡大のため、売買により取得するものであります。価格は、１

０ａ当たり〇〇〇万円であります。

３８番は、帯織地内の農地３筆、８９３㎡を譲り受け人の要望により、売買により取

得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇万円であります。

３９番は、長沢地内外の農地計９筆、１，９６１㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望

により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円でありま

す。

４０番は、大平地内の農地１筆、２，７９１㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望によ

り、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

４１番は、小古瀬地内の農地２筆、２７０㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により、

贈与により取得するものであります。

４２番は、鬼木新田地内の農地８筆、１，２２１㎡を譲り受け人が経営規模拡大のた

め、贈与により取得するものであります。

４３番は、新堀地内の農地１１筆、５，４９６㎡を譲り渡し人が経営の若返りで設定

をした使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

４件、贈与によるもの２件、使用貸借によるもの１件、合計件数７件、面積１万４，６

５７㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営面積や機

械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満たしており、全件許可相当といた

しました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。

１２７ページをご覧願います。今月の申請は４件で、合計面積２，４６９㎡でありま

す。

１２６ページをお願いいたします。２２番は、月岡１丁目地内の農地２筆、１，８５

４㎡を相続により取得し、１筆を貸し倉庫、物置２棟、資材置き場、搬入通路及び駐車

場の用地として、もう１筆を賃貸住宅１棟及び駐車場１６台の用地として利用したいも

のでございます。場所につきましては、県立三条高等学校南東２５０ｍ付近で、都市計

画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

なお、本申請につきましては、議第５号の１８番で貸し倉庫、物置２棟及び資材置き

場等の用地について、１９番で賃貸住宅及び駐車場１６台の用地について、それぞれ農

地法第４条の許可申請がなされております。

２３番は、新光町地内の農地１筆、３３４㎡を使用貸借権の設定により、住宅１棟及

び駐車場２台の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、第二中
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学校北西６００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、

農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の５８番で、農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２４番は、西潟地内の農地２筆、１７０㎡を売買により取得し、住宅１棟及び駐車場

２台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万

〇，〇〇〇円でございます。場所につきましては、井栗小学校南側２００ｍ付近で、５

００ｍ以内に２つの教育施設があり、かつ申請地北側市道に水道、ガス管が埋設されて

いることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の５９番で、農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２５番は、江口地内の農地１筆、１１１㎡を南側に隣接する農地１筆、１３８㎡と合

わせ、使用貸借権の設定により、住宅１棟及びカーポート１棟並びに屋外駐車場の用地

として利用したいものでございます。場所につきましては、花江大橋北西５００ｍ付近

で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の６０番で、農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数４件、面積２，４６９㎡で、書

類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たし

ており、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。
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議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

１２８ページをご覧願います。今月の申請は３件で、合計面積２，０３８㎡でありま

す。

１８番は、先ほどご審議をいただきました議第４号『事業計画変更申請について』の

２２番でご説明をさせていただいた貸し倉庫、物置２棟及び資材置き場等の用地で、１

９番は同じく議第４号の２２番でご説明をさせていただいた賃貸住宅１棟及び駐車場１

６台の用地でございますので、説明は省略をさせていただきます。

２０番は、江口地内の農地２筆、１８４㎡を住宅増築１棟及び雪おろし場の用地とし

て利用したいものでございます。場所につきましては、花江大橋北西５００ｍ付近で、

住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断され

ます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数３件、面積２，０３８㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、い

ずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

なお、県農業会議への諮問につきましては不要と判断しました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）
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それでは、異議ないものと認め、全件許可することといたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

１３１ページをご覧願います。今月の申請は９件で、合計面積５，３０９㎡でありま

す。

１２９ページへお戻りをお願いします。５８番、５９番、６０番は、先ほどご審議を

いただきました議第４号『事業計画変更申請について』の２３番、２４番、２５番でご

説明をさせていただいた内容と同じでございますので、説明は省略をさせていただきま

す。

６１番は、興野２丁目地内の農地１筆、９２３㎡を賃貸借権の設定により、駐車場３

９台及び通路の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、新潟県

三条地域振興局南東２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であ

ることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１３０ページをお願いいたします。６２番は、嘉坪川１丁目地内の農地３筆、２，９

２１㎡を売買により取得し、配送センター用地造成の用地として利用したいものでござ

います。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきま

しては、第二中学校北側２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地

であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

６３番は、東鱈田地内の農地２筆、１７７㎡を贈与により取得し、北側雑種地９４㎡

と一体利用し、住宅１棟及び車庫１棟の用地として利用したいものでございます。場所

につきましては、西鱈田小学校西側５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地で

あることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

６４番は、西鱈田地内の農地２筆、１７４㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地と

して利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇，〇〇〇円であ

ります。場所につきましては、鱈田保育所南側４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区

域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

６５番は、西鱈田地内の農地２筆、５３㎡を贈与により取得し、雪おろし場及び駐車

場２台の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、鱈田保育所南

側４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。

６６番は、飯田地内の農地２筆、３０８㎡を使用貸借権の設定により、住宅１棟、駐

車場３台及び通路等の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、
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飯田小学校北西８００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農

用地区分は第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数９件、面積５，３０９㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、い

ずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

なお、県農業会議への諮問につきましては不要と判断しました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、全件許可することといたします。

第１調査部会長は自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号から報第５号まで、続けて事務局より報告を願います。

事務局（清水事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言いただきたいと思います。

廣川委員。
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３４番（廣川哲也委員）

３４番、廣川です。報第２号の中で番号でいいますと５２番から５７番まで賃貸借の

ところで第三者に利用権設定と解約理由がございましたが、わかることがあれば教えて

ください。

議長（野﨑会長）

しばらく休憩に入ります。

（午前１０時１７分から午前１０時１８分まで休憩）

議長（野﨑会長）

これより会議を再開いたします。

事務局。

事務局（清水事務局長）

中間管理事業を利用する予定です。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんか。

ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

来月の調査部会開催案内をお願いします。

第２調査部会長、２１番、阿部新一郎委員。

第２調査部会長（２１番阿部新一郎委員）

来月は、第２調査部会の当番でございます。１２月２２日午前９時から厚生会館第２

集会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いいたします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は２７日午後３時より開会を予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。

そして、また終了後、恒例の忘年会を行いたいと思いますので、出席のほどよろしく

お願いいたします。

それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、大変ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

午前１０時２３分 閉会
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三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ４番）

議事録署名委員（３２番）


